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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコアネットワークノードと、移動先基地局と、無線端末とを含む移動通信システ
ムにおける移動元基地局であって、
　前記移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行う前記無線端末と無線通信
をなす手段と、
　ハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を前記移動先基地局へ送信する手段とを含み
、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とする移動元基地局。
【請求項２】
　前記複数のコアネットワークノードは複数のエリアに配置されており、
　前記送信する手段は、前記ハンドオーバ要求に含まれ、前記複数のエリアの一つを特定
する第二の識別子を送信することを特徴とする請求項１に記載の移動元基地局。
【請求項３】
　前記送信する手段は、前記ハンドオーバ要求に含まれる前記無線端末のＱｏＳ（通信種
別）情報を送信することを特徴とする請求項１または２に記載の移動元基地局。
【請求項４】
　前記ＱｏＳ情報は、保証伝送速度、最大伝送速度、遅延、誤り率及びトラフィッククラ
スの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項３に記載の移動元基地局。
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【請求項５】
　複数のコアネットワークノードを含む移動通信システムにおける移動先基地局であって
、
　移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行う無線端末と無線通信をなす手
段と、
　前記移動元基地局からのハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を受信する手段とを
含み、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とする移動先基地局。
【請求項６】
　前記複数のコアネットワークノードは複数のエリアに配置されており、
　前記受信する手段は、前記ハンドオーバ要求に含まれ、前記複数のエリアの一つを特定
する第二の識別子を受信することを特徴とする請求項５に記載の移動先基地局。
【請求項７】
　前記受信する手段は、前記ハンドオーバ要求に含まれる前記無線端末のＱｏＳ（通信種
別）情報を受信することを特徴とする請求項５または６に記載の移動先基地局。
【請求項８】
　前記ＱｏＳ情報は、保証伝送速度、最大伝送速度、遅延、誤り率及びトラフィッククラ
スの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項７に記載の移動先基地局。
【請求項９】
　複数のコアネットワークノードと、移動元基地局と、移動先基地局と、無線端末とを含
む移動通信システムであって、
　前記無線端末は、前記移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行い、
　前記移動元基地局は、前記無線端末と無線通信を行うと共に、ハンドオーバ要求に含ま
れ、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特定するための第一の
識別子を前記移動先基地局へ送信し、
　前記移動先基地局は、前記ハンドオーバ要求に含まれる前記第一の識別子を受信するこ
とを特徴とする移動通信システム。
【請求項１０】
　前記複数のコアネットワークノードは複数のエリアに配置されており、
　前記移動元基地局は、前記ハンドオーバ要求に含まれ、前記複数のエリアの一つを特定
する第二の識別子を送信することを特徴とする請求項９に記載の移動通信システム。
【請求項１１】
　前記移動元基地局は、前記ハンドオーバ要求に含まれる前記無線端末のＱｏＳ（通信種
別）情報を送信することを特徴とする請求項９または１０に記載の移動通信システム。
【請求項１２】
　前記ＱｏＳ情報は、保証伝送速度、最大伝送速度、遅延、誤り率及びトラフィッククラ
スの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１１に記載の移動通信システム。
【請求項１３】
　複数のコアネットワークノードと、移動元基地局と、移動先基地局と、無線端末とを含
む移動通信システムの方法であって、
　前記移動元基地局において、前記移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを
行う前記無線端末と無線通信をなすステップと、
　前記移動元基地局において、ハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を前記移動先基
地局へ送信するステップとを含み、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記複数のコアネットワークノードは複数のエリアに配置されており、
　前記移動元基地局は、前記ハンドオーバ要求に含まれ、前記複数のエリアの一つを特定
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する第二の識別子を送信することを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記移動元基地局は、前記ハンドオーバ要求に含まれる前記無線端末のＱｏＳ（通信種
別）情報を送信することを特徴とする請求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＱｏＳ情報は、保証伝送速度、最大伝送速度、遅延、誤り率及びトラフィッククラ
スの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　複数のコアネットワークノードと、移動先基地局と、無線端末とを含む移動通信システ
ムにおける移動元基地局の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行う前記無線端末と無線通信
をなす処理と、
　ハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を前記移動先基地局へ送信する処理とを含み
、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とするコンピュータ読取り可能なプログラム。
【請求項１８】
　複数のコアネットワークノードを含む移動通信システムにおける移動先基地局の動作を
コンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行う無線端末と無線通信をなす処
理と、
　前記移動元基地局からのハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を受信する処理とを
含み、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とするコンピュータ読取り可能なプログラム。
【請求項１９】
　前記移動元基地局及び前記移動先基地局は、それぞれ、ｅＮｏｄｅ　Ｂであることを特
徴とする請求項１から４のいずれかに記載の移動元基地局。
【請求項２０】
　前記移動元基地局及び前記移動先基地局は、それぞれ、ｅＮｏｄｅ　Ｂであることを特
徴とする請求項５から８のいずれかに記載の移動先基地局。
【請求項２１】
　前記移動元基地局及び前記移動先基地局は、それぞれ、ｅＮｏｄｅ　Ｂであることを特
徴とする請求項９から１２のいずれかに記載の移動通信システム。
【請求項２２】
　前記移動元基地局及び前記移動先基地局は、それぞれ、ｅＮｏｄｅ　Ｂであることを特
徴とする請求項１３から１６のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　前記移動元基地局及び前記移動先基地局は、それぞれ、ｅＮｏｄｅ　Ｂであることを特
徴とする請求項１７または１８に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信システム及びその方法並びにそれに用いる基地局に関し、特に無線端
末の移動に伴うハンドオーバ時におけるコアネットワークノードの選択方式に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰのＬＴＥ（Long Term Evolution ）における移動体通信システムは、図８に示
されるようなアーキテクチャを目指している。このアーキテクチャは、コントロール・プ
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レイン及びユーザ・プレインの伝送遅延の短縮を図って、既存システムに対して、例えば
、スループットがより高いデータ転送を実現できるシステムを構築することを目的として
いる。
【０００３】
　このアーキテクチャにおいて、一つの基地局（ｅＮｏｄｅ　Ｂ２１～２３）のセルが狭
い場合には（例えば、都会のエリア）、無線端末（ＵＥ：User Equipment）の基地局間移
動によって、基地局からコアネットワークノード（ＣＮ　Ｎｏｄｅ１１，１２、以下ＣＮ
ノードと称す）へのハンドオーバ信号が極端に増加する可能性がある。そうすると、ＣＮ
（Core Network）に過度な信号負荷を与えることになる。ＣＮノードへのハンドオーバ信
号負荷を抑えるため、移動元基地局（Source eNode B）と移動先基地局（Target eNode B
）との間に、直接にハンドオーバ信号をやり取りすることが考がえられている。
【０００４】
　また、図９のハンドオーバ時の動作シーケンス図に示すように、無線端末が移動元基地
局のセルから移動先基地局のセルへ移動し、移動元基地局がハンドオーバを実行する場合
（Ｓ１）、移動先基地局が移動元基地局から受信したハンドオーバ信号（“Handover Req
uest”メッセージ）Ｓ２によってハンドオーバが成功すれば、即ち、移動先基地局が無線
端末との通信コネクションを確立完了すれば（Ｓ３～Ｓ７）、移動先基地局がＣＮノード
へ“Handover Complete ”という一つの信号Ｓ８を送信するだけで、ハンドオーバ手順を
完結するようになっている。
【０００５】
　なお、“Handover Complete ”信号名は一例であって、他にも、例えば“Path Switch 
”，“Binding Update”などの名称もあり、いずれも同一の意味を持つものとする。
【０００６】
　この“Handover Complete ”信号を受信したＣＮノードは、無線端末向けのパスを移動
元基地局から移動先基地局に切り替える。このようにして、ＣＮノードでのハンドオーバ
による信号負荷及び処理負荷を低減することができる。
【０００７】
　更に、図９を参照して詳述すると、Ｓ９は、“Handover Complete ”信号Ｓ８を受けた
ＣＮノード１１が無線端末向けのパスを移動元基地局から移動先基地局へ切り替える処理
であり、この処理の後、ＣＮノード１１は“Habdover Complete Ack(Acknowledge)”信号
Ｓ１０を移動先基地局へ送信する。この信号Ｓ１０を受けた移動先基地局は、移動元基地
局に対して“Release Resource”信号Ｓ１１を送信し、この信号Ｓ１１に応答して、移動
元基地局はＵＥとの無線リソースを開放することになる。このリソース開放は“Release 
Resource Indication ”信号Ｓ１２によりＣＮノード１１へ伝えられてハンドオーバ処理
が終了する。このようにして、ＣＮノードでのハンドオーバによる信号負荷及び処理負荷
を低減するようになっている。
【０００８】
　また、ＣＮノードと基地局との階層構造において、例えば、コアネットワークの一つの
ＣＮノードがシステムダウンによって、そのＣＮノード配下の広域エリアでサービス不可
に陥ることを防ぐために、図８に示すように、ＣＮノード１１，１２と基地局であるｅＮ
ｏｄｅ　Ｂ２１～２３とを互いにメッシュ状に接続して、メッシュ構成とし、一つのＣＮ
ノードがシステムダウンしても、他のＣＮノードが代替して継続的にサービスを提供でき
るようにしたものがある。このメッシュ構成は“Ｓ１－Ｆｌｅｘ”と称されるものであり
、非特許文献１において公知である。なお、“Ｓ１”はＳ１インタフェースであってＣＮ
ノードと基地局（ｅＮｏｄｅ　Ｂ）との間のインタフェースを指しており、この“Ｓ１－
Ｆｌｅｘ”は、ＬＴＥ方式以前における移動体通信システムでは、“Ｉｕ－Ｆｌｅｘ”と
呼ばれていたものである。
【０００９】
　ＬＴＥ方式の移動通信システムにおけるＳ１－Ｆｌｅｘの構成において、基本的に、無
線端末が一度ＣＮノードとつながると、通信の続く限り、そのＣＮノードを変更しないこ
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とが望ましい。なぜならば、無線端末の移動に伴うＣＮノード間のハンドオーバをなるべ
く少なくすることによって、ハンドオーバに伴う通信の一時中断を少なくすることができ
るためであり、また、データのようなノンリアルタイムサービスの通信では、長時間の通
信パス保持が望ましいからである。
【００１０】
　なお、既存のシステムでは、ソフトハンドオーバの機能が設けられており、これによっ
て無線端末が基地局間を移動した場合でも、音声の途切れ（中断）を防止することができ
るようになっている。しかしながら、上述した新しいＬＴＥシステムでは、ソフトハンド
オーバ機能を維持するためにシステムが複雑になることから、ソフトハンドオーバのない
アーキテクチャを構築するようになっている。
【００１１】
　また、ＣＮノード間でのハンドオーバを少なくすることにより、無線端末の移動に伴う
ＣＮノード間の信号の授受を少なくすることができ、ＣＮに対する信号負荷を減らす効果
をも目指したものである。
【００１２】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＲ　２３．２３６　Ｖ６．３．０（２００６－０３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、図８のＳ１－Ｆｌｅｘの構成において、無線端末が移動しても、通信すべきＣ
Ｎノードを代えないことは、場合によっては現実的ではない。なぜなら、一つの例を挙げ
ると、ユーザ端末である無線端末が東京で通信を開始し、新幹線に乗って大阪へ移動して
も、東京のＣＮノードに継続的につながることは通信パスが長くなり、伝送遅延が大幅に
増大することになる。よって、このような場合には、無線端末の移動に伴ってＣＮノード
を代えることも必要となる。従って、Ｓ１－Ｆｌｅｘの構成において、無線端末の移動に
伴って、ＣＮノードを代えたり、代えなかったりする機能が求められることになる。
【００１４】
　しかしながら、ＬＴＥシステムのハンドオーバにおいては、現状では、移動先基地局が
ＣＮノードを選択できるような手段や方法がない。なお、既存システムでは、ＣＮノード
が移動元のＲＮＣ（無線回線制御装置）からハンドオーバ要求信号を受信して、ＣＮノー
ド自身が、ＣＮノードを切り替えるかどうかを判断できる。
【００１５】
　本発明の目的は、無線端末の移動に伴って移動先基地局が適切なＣＮノードを選択する
ことが可能な移動通信システム及びその方法並びにそれに用いる基地局を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明による基地局は、複数のコアネットワークノードと、移動先基地局と、無線端末
とを含む移動通信システムにおける移動元基地局であって、
　前記移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行う前記無線端末と無線通信
をなす手段と、
　ハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を前記移動先基地局へ送信する手段とを含み
、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とする。
【００１７】
　本発明による他の基地局は、複数のコアネットワークノードを含む移動通信システムに
おける移動先基地局であって、
　移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行う無線端末と無線通信をなす手
段と、
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　前記移動元基地局からのハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を受信する手段とを
含み、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とする。
【００１８】
　本発明による移動通信システムは、複数のコアネットワークノードと、移動元基地局と
、移動先基地局と、無線端末とを含む移動通信システムであって、
　前記無線端末は、前記移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行い、
　前記移動元基地局は、前記無線端末と無線通信を行うと共に、ハンドオーバ要求に含ま
れ、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特定するための第一の
識別子を前記移動先基地局へ送信し、
　前記移動先基地局は、前記ハンドオーバ要求に含まれる前記第一の識別子を受信するこ
とを特徴とする。
【００１９】
　本発明による方法は、複数のコアネットワークノードと、移動元基地局と、移動先基地
局と、無線端末とを含む移動通信システムの方法であって、
　前記移動元基地局において、前記移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを
行う前記無線端末と無線通信をなすステップと、
　前記移動元基地局において、ハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を前記移動先基
地局へ送信するステップとを含み、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とする。
【００２０】
　本発明によるプログラムは、複数のコアネットワークノードと、移動先基地局と、無線
端末とを含む移動通信システムにおける移動元基地局の動作をコンピュータに実行させる
ためのプログラムであって、
　前記移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行う前記無線端末と無線通信
をなす処理と、
　ハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を前記移動先基地局へ送信する処理とを含み
、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とする。
【００２１】
　本発明による他のプログラムは、複数のコアネットワークノードを含む移動通信システ
ムにおける移動先基地局の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　移動元基地局から前記移動先基地局へハンドオーバを行う無線端末と無線通信をなす処
理と、
　前記移動元基地局からのハンドオーバ要求に含まれる第一の識別子を受信する処理とを
含み、
　前記第一の識別子は、前記移動元基地局が接続されているコアネットワークノードを特
定するものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、無線端末のハンドオーバに際して、移動先基地局が移動元基地局また
は無線端末から、ＣＮノードを選択するために必要な情報を受けることにより、移動先基
地局が通信すべきＣＮノードを、この移動先基地局自身が適切に選択し得ることが可能と
なるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下に、図面を参照しつつ本発明について説明する。図１は本発明の実施の形態の原理
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を説明するためのシステム構成図であり、非特許文献１において定義されているプールエ
リア（Pool-Area ）という概念を用いた移動通信システムの例である。尚、図１において
、図８と同等部分は図８と同一符号にて示している。
【００３１】
　ＣＮは呼制御、位置制御、サービス制御などを司るものであり、ＡＳＧＷ（Access Gat
eway）やＡｃｃｅｓｓ　Ａｎｃｈｏｒ等を総称する場合もある。ＣＮノード１１～１３は
ＣＮ（Core Network：コアネットワーク）を構成するノードである。ＣＮノードは、ＭＳ
Ｃ（Mobile Switching Center ），ＳＧＳＮ（Serving GPRS（General Packet Radio Ser
vice）Support Node），ＨＬＲ（Home Location Register）などの周知の機能を有するノ
ードとすることができる。尚、ＣＮは、ＣＮノード自体を意味する場合もある。
【００３２】
　これらＣＮノード群１１～１３と基地局群２１～２４がカバーする適切なエリアを複数
のプールエリア４１，４２として区切り、これら各プールエリアにはそれを識別するため
のプールエリアＩＤが付与されている。これらプールエリア４１，４２は、予めオペレー
タにより定められているものとする。また、ＣＮノード１１～１３や基地局２１～２４の
各々は、各々が属するプールエリアＩＤを有している。また、ＣＮノードの各々には、Ｃ
ＮノードＩＤがそれぞれ付与されている。さらに、各基地局の各々にも、基地局ＩＤがそ
れぞれ付与されているものとする。
【００３３】
　図１において、プールエリア４１には、ＣＮノード１１，１２、基地局２１～２３が設
置されている。また、プールエリア４２には、ＣＮノード１３、基地局２４が設置されて
いる。そして、図示せぬ無線端末は基地局２１と通信中とし、この基地局２１はＣＮノー
ド１１と接続されて通信を行っているものとする。この状態で、この無線端末が基地局２
２のセルへ移動した場合、まだ基地局２２はＣＮノード１１と接続可能であるために、基
地局２２は接続先をＣＮノード１１のままとし、接続先ＣＮノードを代えることはない。
【００３４】
　更に、この無線端末が通信中の状態で基地局２２から基地局２３へ移動するとする。こ
の時、基地局２３とＣＮノード１１との距離は、まだ通信の遅延に影響与えない程度であ
るため、基地局２３は接続先をＣＮノード１１のままとし、接続先ＣＮノードを代えるこ
とはない。
【００３５】
　更に、無線端末が通信中のままで基地局２３から基地局２４に移動するとする。このと
き、移動先基地局２４とプールエリア４１のＣＮノード１１との距離が通信の遅延に影響
を与える程度に長くなるので、移動先基地局２４は、無線端末の通信種別に応じて、ＣＮ
ノードの切り替えを行うかどうかの判定をする。通信種別が遅延を問題にしない、例えば
、ノンリアルタイム（ＮＲＴ：Non-Real Time ）サービス種別であれば、基地局２４はＣ
Ｎノード１１と通信を続けるが、無線端末の通信種別が遅延を問題とするリアルタイム（
ＲＴ：Real Time ）サービス種別であれば、基地局２４は、通信先（接続先）ＣＮノード
として、自身が属するプールエリアと同一のプールエリア４２に属するＣＮノード１３を
選んで通信を継続することになる。ここで、ノンリアルタイムサービスは、例えば、デー
タ通信等とすることができる。また、リアルタイムサービスは、例えば、音声通信やスト
リーミング等とすることができる。
【００３６】
　以上の原理を基に、本発明の第一の実施の形態が次のように得られる。図２は本発明の
第一の実施の形態の基地局の機能ブロック図である。本発明の第一の実施の形態の基地局
は、無線通信部３１と、通信部３２と、ハンドオーバ処理部３３と、ＣＮノード選択部３
４と、通知情報生成部３５と、制御部（ＣＰＵ）３６と、メモリ３７とを含む。
【００３７】
　無線通信部３１は、無線端末との通信をなす。また、通信部３２は、ＣＮノードや他の
基地局との通信をなす。ハンドオーバ処理部３３は、ハンドオーバ処理をなす。ＣＮノー
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ド選択部３４は、ハンドオーバ時に自身が移動先基地局になった場合に、当該無線端末の
ための通信先（接続先）のＣＮノードを選択する。通知情報生成部３５は、ハンドオーバ
時に自身が移動元基地局になった場合に、移動先基地局への通知情報を生成する。制御部
（ＣＰＵ）３６は、これら各部３１～３５の制御をなす。メモリ３７は、この制御部３６
の作業用メモリとしての機能を有する他に、制御部３６の制御動作を予め制御手順のプロ
グラムとして格納したＲＯＭの機能を有する。
【００３８】
　図３は本発明の第一の実施の形態の無線端末の機能ブロック図である。本発明の第一の
実施の形態の無線端末は、無線通信部５１と、ハンドオーバ処理部５２と、制御部（ＣＰ
Ｕ）５３と、メモリ５４とを含む。無線通信部５１は、基地局との通信をなす。ハンドオ
ーバ処理部５２は、ハンドオーバ処理をなす。制御部（ＣＰＵ）５３は、これら各部５１
，５２の制御をなす。メモリ５４は、制御部５３の作業用メモリとしての機能を有する他
に、制御部の制御動作を予め制御手順のプログラムとして格納したＲＯＭの機能を有する
。
【００３９】
　図４は本発明の第一の実施の形態の動作を示すシーケンス図であり、図９と同等信号や
処理には図９と同一の符号をもって示している。無線端末が移動元基地局のセルから移動
先基地局のセルへ移動し、移動元基地局がハンドオーバを実行する場合（Ｓ１）、移動元
基地局は、移動先基地局へハンドオーバ要求信号である“Handover Request”メッセージ
Ｓ２を送出する。このメッセージＳ２は、当該無線端末の通信種別、移動元基地局の通信
先ＣＮノードＩＤ、移動元基地局が属するプールエリア（ＰＡ）ＩＤなどのＣＮノード選
択のための情報を含む。このＣＮノード選択のための情報は、図２に示した移動先基地局
への通知情報生成部３５にて生成される。
【００４０】
　ハンドオーバが成功して移動先基地局が無線端末との通信コネクションを確立完了後（
Ｓ３～Ｓ７）、移動先基地局は、ＣＮノード選択部３４（図２参照）において、ＣＮノー
ド選択アルゴリズムに従って接続すべきＣＮノードの選択を行うことになる（Ｓ２１）。
図５のフローチャートは、このＣＮノードの選択アルゴリズムの例を示している。図５を
参照すると、先ず、ハンドオーバ対象の無線端末の通信種別が判定される（ステップＳ３
１）。すなわち、通信種別がリアルタイムサービスであるか、ノンリアルタイムサービス
かの判定がなされる。この判定は、“Handover Request”信号Ｓ２に含まれている通信種
別情報により行われる。
【００４１】
　通信種別がノンリアルタイムサービスであれば、移動先基地局は、移動元基地局が通信
（接続）していたＣＮノードを選択する、すなわちＣＮノードは代えないことになる（ス
テップＳ３３）。この場合には、これ以降の処理は図９のＳ８～Ｓ１２の処理と同じとな
る。一方、通信種別が音声などのリアルタイムサービスであれば、移動元基地局のプール
エリアＩＤが自身（移動先基地局）のプールエリアＩＤと同じかどうかが判定される（ス
テップＳ３２）。
【００４２】
　この判定は、“Handover Request”信号Ｓ２に含まれている移動元基地局の属するプー
ルエリアＩＤ情報により行われる。移動元基地局のプールエリアＩＤと自身（移動先基地
局）のプールエリアＩＤとが同じであれば（ステップＳ３２でＹｅｓ）、ステップＳ３３
の処理が行われ、ＣＮノードは代えないことになる。
【００４３】
　一方、移動元基地局のプールエリアＩＤと自身（移動先基地局）のプールエリアＩＤと
が異なれば、ステップＳ３４の処理が行われる。すなわち、移動元基地局が通信（接続）
していたＣＮノードよりも自身（移動先基地局）に近いＣＮノード（一般には、移動先基
地局が属するプールエリア内のＣＮノード）を接続先のノードとして選択することになる
。これによって、通信パスが長くなることによる情報の遅延の発生を抑制することができ
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る。ここで、移動先基地局は、自身（移動先基地局）に最も近いＣＮノードを選択するこ
ともできる。移動先基地局がＣＮノードを選択するに際しては、各基地局内に予め設けら
れている自局とＣＮノードとの位置関係を示すテーブルを参照して選択するようにするこ
とができる。
【００４４】
　再び図４を参照すると、図５のステップＳ３４の後、移動先基地局は選択したＣＮノー
ドに対して“Handover Complete ”メッセージＳ２２を送出する。図１のシステムにおい
て、この移動先基地局が基地局２４であったとすると、選択ＣＮノードは同じプールエリ
ア４２内のＣＮノード１３となる。従って、図４のシーケンスでは、信号Ｓ２２はＣＮノ
ード１３へ送出されるように示している。
【００４５】
　ＣＮノード１３が移動先基地局から“Handover Complete ”メッセージＳ２２を受信し
た後、このＣＮノード１３は当該無線端末の制御情報を有していないため、移動元のＣＮ
ノード（本例では、ＣＮノード１１としている）に対して、無線端末に関する情報の“UE
 Context”を問合せる（“Context Request ”信号Ｓ２３）。移動先ＣＮノード１３が、
“Context Request ”信号Ｓ２３の送信相手先を知り得るのは、移動先基地局から受信し
た“Handover Complete ”メッセージＳ２２に移動元ＣＮノード１１のＩＤが含まれてい
ることによる。そして、ＣＮノード１３は、ＣＮノード１１からの“Context Response”
信号Ｓ２４により“UE Context”情報を受信し、移動先基地局とパスを設定して通信を継
続する（Ｓ２５，Ｓ１１，Ｓ１２）。
【００４６】
　図５に示した移動先基地局におけるＣＮノードの選択方法は以下の規則として表現する
ことができる。
【００４７】
　Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ（移動先基地局）が、
　ｉｆ　ＱｏＳ＝ＮＲＴ（ＱｏＳ（Quality of Service）がノンリアルタイムサービスで
あれば）、
　ｔｈｅｎ　ｃｈｏｏｓｅ　ｓａｍｅ　ＣＮ　Ｎｏｄｅ（同一のＣＮノードを選択する）
　ｉｆ　ＱｏＳ＝ＲＴ　ａｎｄ　ＰＡ＝ｏｗｎ　ＰＡ（ＱｏＳがリアルタイムサービスで
かつプールエリアＩＤが自身のプールエリアＩＤと同一であれば）、
　ｔｈｅｎ　ｃｈｏｏｓｅ　ｓａｍｅ　ＣＮ　Ｎｏｄｅ（同一のＣＮノードを選択する）
【００４８】
　ｅｌｓｅ（でなければ）
　ｉｆ　ＱｏＳ＝ＲＴ　ａｎｄ　ＰＡ≠ｏｗｎ　ＰＡ（ＱｏＳがリアルタイムサービスで
かつプールエリアＩＤが自身のプールエリアＩＤと同一でなければ）、
　ｔｈｅｎ　ｃｈｏｏｓｅ　ｔａｒｇｅｔ　ＣＮ　Ｎｏｄｅ（移動先ＣＮノードを選択す
る）
【００４９】
　第一の実施の形態によれば、通信種別とプールエリアに基づいてＣＮノードを選択する
ことにより、ＣＮノード切り替えの発生を抑制しつつ、通信パスが長くなることによる情
報の遅延が、リアルタイムサービスのような遅延を問題とするサービスの品質に与える影
響を抑制することができるという効果がある。
【００５０】
　上述した第一の実施の形態においては、通信パスが長くなることによる情報の遅延に着
目して、通信種別がリアルタイムサービス（ＲＴ）かノンリアルタイムサービス（ＮＲＴ
）かにより判断して、通信種別が遅延を問題とするリアルタイムサービスの場合において
、プールＩＤが異なればＣＮノードを切り替えるようにしている。次に、ＣＮノード切り
替えによる情報の途切れ（中断）に着目して通信種別が、情報の途切れを問題とする音声
通信サービスか、情報の途切れが許容されるデータ通信サービスかにより判断して、ＣＮ
ノードを切り替え制御する場合の例として、第二の実施の形態を以下に説明する。
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【００５１】
　この第二の実施の形態におけるシステム構成、基地局の構成及び無線端末の構成は、先
の第一の実施の形態と同一であるので、その説明は省略する。本実施の形態における動作
シーケンス図は、図４の動作シーケンスと同じではあるが、図４における移動先基地局で
のＣＮノード選択処理Ｓ２１のアルゴリズムが異なる。
【００５２】
　図６は本実施の形態におけるＣＮノードの選択アルゴリズムを示すフローチャートであ
り、図５と同等ステップは図５と同一符号により示している。図６において、ハンドオー
バ対象の無線端末の通信種別が判定される（ステップＳ３１）。具体的には、ステップＳ
３１において、通信種別が、情報の途切れを問題とする音声通信サービスであるか、情報
の途切れが許容されるデータ通信サービスであるかの判定がなされる。
【００５３】
　通信種別が音声通信サービスであれば、移動先基地局は、移動元基地局が通信していた
ＣＮノードを選択する、すなわちＣＮノードは代えない（ステップＳ３３）。これによっ
て、ＣＮノード切り替えによる情報の途切れを防ぐことができる。一方、通信種別がデー
タ通信サービスであれば、移動元基地局のプールエリアＩＤが自身（移動先基地局）のプ
ールエリアＩＤと同じかどうかが判定される（ステップＳ３２）。移動元基地局のプール
エリアＩＤが自身（移動先基地局）のプールエリアＩＤと同じであれば、ステップＳ３３
の処理が行われ、ＣＮノードは代えない。プールエリアＩＤが異なれば、ステップＳ３４
の処理が行われ、移動元基地局が通信（接続）していたＣＮノードよりも自身（移動先基
地局）に近いＣＮノード（一般には、移動先基地局が属するプールエリア内のＣＮノード
）を接続先のノードとして選択することになる。
【００５４】
　ここで、第一の実施の形態と同様に、移動先基地局が、自身（移動先基地局）に最も近
いＣＮノードを選択することや、ＣＮノードを選択するに際して、各基地局内に予め設け
られている自局とＣＮノードとの位置関係を示すテーブルを参照して選択するようにする
ことができる。
【００５５】
　この場合の移動先基地局におけるＣＮノードの選択方法は、以下の規則に従って行われ
る。
【００５６】
　Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ（移動先基地局）が
　ｉｆ　ＱｏＳ＝Ａｕｄｉｏ（ＱｏＳが音声サービスであれば）
　ｔｈｅｎ　ｃｈｏｏｓｅ　ｓａｍｅ　ＣＮ　Ｎｏｄｅ（同一のＣＮノードを選択する）
　ｉｆ　ＱｏＳ＝Ｄａｔａ　ａｎｄ　ＰＡ＝ｏｗｎ　ＰＡ（ＱｏＳがデータ通信で、かつ
プールエリアＩＤが自身のプールエリアＩＤと同一であれば）
　ｔｈｅｎ　ｃｈｏｏｓｅ　ｓａｍｅ　ＣＮ　Ｎｏｄｅ（同一のＣＮノードを選択する）
【００５７】
　ｅｌｓｅ（でなければ）
　ｉｆ　ＱｏＳ＝ＤＡＴＡ　ａｎｄ　ＰＡ≠ｏｗｎ　ＰＡ（ＱｏＳがデータ通信で、かつ
プールエリアＩＤが自身のプールエリアＩＤと同一でなければ）
　ｔｈｅｎ　ｃｈｏｏｓｅ　ｔａｒｇｅｔ　ＣＮ　Ｎｏｄｅ（移動先ＣＮノードを選択す
る）
【００５８】
　第二の実施の形態によれば、通信種別とプールエリアに基づいてＣＮノードを選択する
ことにより、無線端末の移動に応じてＣＮノードを切り替えることを前提としながら、Ｃ
Ｎノード切り替えによる情報の途切れが、音声通信のような情報の途切れを問題とする通
信の品質に与える影響を抑制することができるという効果がある。
【００５９】
　尚、第一の実施の形態のＣＮノード選択アルゴリズム（図５）と、第二の実施の形態の
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ＣＮノード選択アルゴリズム（図６）とのうちどちらを採用するかは、システムに応じて
決定することができる。例えば、通信パスが長くなることによる情報の遅延が通信品質に
与える影響の抑制を重視するシステムには、第一の実施の形態のＣＮノード選択アルゴリ
ズムを採用することが考えられる。また、ＣＮノード切り替えによる情報の途切れが通信
品質に与える影響の抑制を重視するシステムには、第二の実施の形態のＣＮノード選択ア
ルゴリズムを採用することが考えられる。
【００６０】
　以上述べたように、第一または第二の実施の形態によれば、“Handover Request”メッ
セージが、ＣＮノードＩＤ情報、プールエリアＩＤ情報を含んでいる場合、移動先基地局
は、適切なＣＮノードを決定するために、通信種別情報と共にこれら情報を用いることが
できる。
【００６１】
　上述した第一及び第二の実施の形態における通信種別（ＱｏＳ）は単に例を示したもの
であって、例示したものに限られない。通信種別（ＱｏＳ）の情報は、例示のもの以外に
も、例えば、ギャランティビットレート（保証伝送速度）、マックスビットレート（最大
伝送速度）、デレイ（遅延）、エラーレート（誤り率）、トラフィッククラス（音声、ス
トリーミング、バックグランド、インタラクティブなど）などとすることができる。これ
ら各通信種別に応じて適宜決定したＣＮノードの選択アルゴリズムを、第一及び第二の実
施の形態に適用することができる。
【００６２】
　また、複数種類の通信種別（ＱｏＳ）に関する情報を要素（例えば、ギャランティビッ
トレート、マックスビットレート、デレイ、エラーレート、トラフィッククラス）とする
情報セットを定義することもできる。さらに、情報セットの内の要素の値の組み合わせ毎
（例えば、ギャランティビットレート＝Ａ（ｂｐｓ）、マックスビットレート＝Ｂ（ｂｐ
ｓ）、及びトラフィッククラス＝音声、の組み合わせ）にそれを指し示すラベルを定義す
ることもできる。この場合、通信種別（ＱｏＳ）に関する情報が、ＣＮノードからｅＮｏ
ｄｅ　Ｂへ、ラベル（例えば、１バイトの情報）として送られる構成とすることもできる
。
【００６３】
　さらに、移動元基地局から移動先基地局へ送出される、図４におけるシーケンス中の“
Handover Request”メッセージに含まれる通信種別として、このラベルを使用することも
できる。この場合、移動先基地局は、ラベルとして受信した通信種別（ＱｏＳ）に関する
情報セットの要素の中から、適切な通信種別（ＱｏＳ）の情報（要素）（例えば、トラフ
ィッククラス＝音声）を選択し、選択した通信種別に関する情報をＣＮノード選択アルゴ
リズムの中で使用することもできる。
【００６４】
　このようにすることにより、通信種別（ＱｏＳ）の情報が多数あるシステムにおいても
、移動元基地局と移動先基地局との間の通信量、若しくは通信時間を抑えつつ、移動先基
地局が適切なＣＮノードを選択することができるという効果がある。
【００６５】
　以上述べた各実施の形態では、移動先基地局は、ＣＮノードの選択に必要な情報である
無線端末の通信種別、移動元基地局の通信先ＣＮノードＩＤ、移動元基地局の属するプー
ルエリアＩＤを、“Handover Request”メッセージＳ２（図４参照）により移動元基地局
から受信している。これに対して、本発明の第三の実施の形態では、移動先基地局は、こ
れ等の情報（ＣＮノード選択のための情報）を、図４の“Handover Complete ”（ハンド
オーバ完了）メッセージＳ７により、無線端末から受信するようにしている。
【００６６】
　この第三の実施の形態におけるシステム構成図及び基地局の構成図は、図１及び図２と
同一である。図７は無線端末の構成を示しており、図３と同等部分は図３と同一符号によ
り示している。図７に示すように、第三の実施の形態の無線端末は、図３の構成に加えて
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、更に移動先基地局への通知情報保持部５５を有している。この移動先基地局への通知情
報保持部５５には、通信種別、移動元基地局の通信先ＣＮノードＩＤ、移動元基地局のプ
ールエリアＩＤを保持している。無線端末は、通知情報保持部５５に保持された情報を、
先述した“Handover Complete ”メッセージＳ７に含ませて、移動先基地局へ送信する。
移動先基地局は、これらの情報を受信し、図５，６に示したＣＮノード選択アルゴリズム
に従って、接続すべきＣＮノードを決定する。
【００６７】
　第三の実施の形態においては、無線端末は、ＣＮノード選択のための情報（通信種別、
移動元基地局の通信先ＣＮノードＩＤ、移動元基地局の通信先ＣＮノードのプールエリア
ＩＤ）を、“Handover Complete ”メッセージＳ７によって移動先基地局に送信する。し
かし、無線端末がＣＮノード選択のための情報を移動先基地局に対し送信するために使用
するメッセージは、“Handover Complete ”メッセージに限られない。例えば、移動元基
地局ではなく、無線端末がハンドオーバを要求するシステムにおいては、無線端末はハン
ドオーバ要求信号である“Handover Request”を使用して、ＣＮノード選択のための情報
を移動先基地局に対し送信することもできる。
【００６８】
　上記各実施の形態においては、移動先基地局が、通信種別に基づく判断（ステップＳ３
１）の後で移動元基地局のプールエリアＩＤに基づく判断（ステップＳ３２）を行ってい
る。しかし、移動先基地局は、移動元基地局のプールエリアＩＤに基づく判断（ステップ
Ｓ３２）の後で、通信種別に基づく判断（ステップＳ３１）を行うこともできる。つまり
、図５及び図６において、ステップＳ３１とステップＳ３２とを入れ替えることもできる
。
【００６９】
　上記の各実施の形態においては、移動先基地局が、通信種別、移動元基地局の通信ＣＮ
ノードＩＤ、及び移動元基地局の属するプールエリアＩＤに基づいて、通信するＣＮノー
ドを決定（選択）している。しかし、移動先基地局は、移動元基地局の通信ＣＮノード及
び移動元基地局の属するプールエリアＩＤに基づいて、通信ノードを決定することもでき
る。この場合、移動先基地局は、通信種別によらず、移動元基地局の属するプールエリア
ＩＤが自身（移動元基地局）のプールエリアＩＤと同じかどうかを判断する。換言すれば
、ＣＮノード選択アルゴリズムは、図５及び図６からステップＳ３１を削除したものとな
る。
【００７０】
　このようにすることにより、移動先基地局の処理量を抑えつつ、移動先基地局がＣＮノ
ードを選択できるという効果がある。また、移動元基地局や無線端末は、移動先基地局に
対して、通信種別を送らない構成とすることもできる。このようにすることで、移動元基
地局や無線端末と移動先基地局との間の通信量若しくは通信時間を抑えつつ、移動先基地
局がＣＮノードを選択することができるという効果がある。
【００７１】
　また、上記の各実施の形態においては、移動先基地局が、通信種別、移動元基地局の通
信ＣＮノードＩＤ、移動元基地局の属するプールエリアＩＤを用いて、通信ＣＮノードを
適宜決定している。しかし、移動元基地局や無線端末がＣＮノードＩＤのみを移動先基地
局へ送る構成とすることもできる。この場合、移動先基地局は、移動元基地局や無線端末
からＣＮノードＩＤを受け取り、受け取ったＣＮノードＩＤを有するＣＮノードに接続す
ることもできる。
【００７２】
　このようにすることで、移動元基地局や無線端末と移動先基地局との間の通信量若しく
は通信時間を抑えつつ、移動先基地局がＣＮノードを選択することができるという効果が
ある。また、移動先基地局の処理量を抑えつつ、移動先基地局がＣＮノードを選択できる
という効果がある。
【００７３】
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　さらに、移動元基地局や無線端末が、通信種別やＣＮノードのプールエリアＩＤなどを
予め考慮して、移動先基地局が接続すべきＣＮノードを決定し、決定したＣＮノードのＩ
Ｄを移動先基地局へ送出することもできる。このようにすることにより、移動元基地局や
無線端末が、移動先基地局の接続するＣＮノードを選択することができるという効果があ
る。
【００７４】
　さらに、移動先基地局が、図５や図６に示したＣＮノード選択アルゴリズムを実行する
際に、更に、ＣＮノードの負荷状況を示す情報をも考慮してＣＮノードを選択することが
できる。この場合、移動先基地局は、接続すべきであると決定（選択）したＣＮノードの
負荷状況が大（負荷の量が大）であれば、近隣の他のＣＮノードで負荷状況に空きがある
ＣＮノードを選択するようにすることもできる。このようにすることにより、移動先基地
局が、プールエリアＩＤなどの情報に加えて、ＣＮノードの負荷分散をも考慮して、適切
なＣＮノードを選択することができるという効果がある。
【００７５】
　上述した第一、第二及び第三の実施の形態は、単なる例をそれぞれ示すものであって、
本発明はこれら実施の形態に限定されるものではない。なお、上述した各実施の形態にお
ける基地局や無線端末における動作は、予めその動作手順をプログラムとしてＲＯＭなど
の記録媒体に格納しておき、これをコンピュータ（ＣＰＵ）により読み取らせて実行させ
るように構成できることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施の形態が適用されるプールエリアの構成例を示すシステム図である
。
【図２】本発明の第一の実施の形態における基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第一の実施の形態における無線端末の機能ブロック図である。
【図４】本発明の第一の実施の形態の動作を示すシーケンス図である。
【図５】本発明の第一の実施の形態における移動先基地局の通信ＣＮノード選択アルゴリ
ズムを示すフローチャートである。
【図６】本発明の第二の実施の形態における移動先基地局の通信ＣＮノード選択アルゴリ
ズムを示すフローチャートである。
【図７】本発明の第三の実施の形態における無線端末の機能ブロック図である。
【図８】既存のｅＮｏｄｅ　ＢとＣＮノード間のＳ１－Ｆｌｅｘ構成を示す図である。
【図９】図８の構成におけるハンドオーバ手順の例を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００７７】
　１１～１３　ＣＮノード
　２１～２４　基地局（ｅＮｏｄｅ　Ｂ）
　３１，５１　無線通信部
　　　　３２　通信部
　３３，５２　ハンドオーバ処理部
　　　　３４　ＣＮ　Ｎｏｄｅ選択部
　　　　３５　移動先基地局への通知情報生成部
　３６，５３　制御部（ＣＰＵ）
　３７，５４　メモリ
　４１，４２　プールエリア
　　　　５５　移動先基地局への通知情報保持部
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